
　（趣旨）

第１条　鹿児島県住宅供給公社（以下「公社」という。）は，公社が定める公社分譲団地

　（以下「対象団地」という。）において，複数区画（２区画以上の宅地をいう。以下同

　じ。）を購入する者（法人は除く。以下「対象者」という。）に対し，販売促進と街並

　み・住環境整備を推進するために，譲渡価格の割引を行う。

　（対象団地）

第２条　対象団地は，次の各号に掲げる団地とする。

　(1)  妙円寺団地（日置市伊集院町妙円寺）

　（対象者）

第３条　対象者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

　(1)  一つの土地売買契約により複数区画を購入する者

　(2)  二親等以内の親族同士で，かつ，同一の対象団地において同時に各々の宅地を購入

　　する者

　(3)  対象団地において宅地を所有している者（配偶者を含む。）と二親等以内の親族で，

　　かつ，同一の対象団地において宅地を購入する者

　（割引の額）

第４条　割引の額は購入する宅地の譲渡価格の10パーセント相当額とし，売買代金は譲渡

　価格の90パーセント相当額（千円未満の端数切捨て）とする。

　（割引の適用手続き）

第５条　本制度の適用を受けようとする者（以下「申込対象者」という。）は，公社との

　間で土地売買契約を締結するときまでに，複数区画購入割引支援申込書（別記様式）に

　次の書類を添えて，公社に提出するものとする。

　(1)  申込対象者の住民票（写し可）

　(2)  第３条第２号である場合は，購入する者同士の親等数がわかる戸籍謄本

　(3)  第３条第３号である場合は，所有している者と購入する者の親等数がわかる戸籍謄

　　本及び対象団地において宅地を所有していることを明らかにする書類（例：登記事項

　　証明書，固定資産税納税通知書の写し）

２　公社は，前項の規定による複数区画購入割引支援申込書が適正であると認めたときは，

　当該申込書を受理するものとする。

　（割引制度による売買代金の決定）

第６条　公社は，前条第２項の規定により複数区画購入割引支援申込書を受理したときは，

　第４条に規程する売買代金での土地売買契約の手続きを進めるものとする。
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　（支援金の返還請求）

第７条　公社は，対象者が次の各号のいずれかに該当するときは，譲渡価格と売買代金の

　差額分（以下「支援金」という。）を請求することができる。

　(1)  第３条に定める対象者に該当しなかったとき

　(2)  提出書類に虚偽の事項を記載し，又は不正な行為があったとき

　（調査）

第８条　公社は，本制度の適用に関し必要があると認めるときは，対象者に対し，報告を

　求め，当該支援金の適用に係る必要な調査を行うことができる。

　（その他）

第９条　この要領に定めるもののほか，支援の適用に関して必要な事項は別に定める。

　附則

１　この要領は，令和５年４月１日から施行する。

２　この要領の適用期間は，令和５年４月１日から令和６年３月３１日までとする。




